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MUTOH ホールディングスグループ（以下、「当社グループ」といいます。）は、事業の適

切性・健全性・公平性の確保及びお客様と従業員の安全確保のために、以下のとおり「反

社会的勢力に対する基本方針」を定めます。 

 

（１）当社グループは、企業の社会的責任、及び当社グループ会社、社員、顧客等が受け

る被害を防止するため、反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。 

 

（２）当社グループは、反社会的勢力からの不当要求に対し、反社会的勢力排除に向けた

体制整備に努めます。 

 

（３）当社グループは、反社会的勢力への対応に際し、平素より警察、暴力追放運動推進

センター、弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的に対応いたします。 

 

（４）当社グループは、反社会的勢力による不当要求に一切応じることなく、毅然として

法的対応を行います。 

 

（５）当社グループは、反社会的勢力に対し、裏取引、資金提供等の便宜を図る行為をい

たしません。 

 

（６）万一、反社会的勢力との取引またはその疑いがある取引が判明した場合は、直ちに

契約を解除し、一切の取引を停止します。 

 


